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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像に関する設定種別ごとの調整値を示す調整値セットの設定識別名を示す設定識別名
データと、前記設定識別名として使用可能な複数種の既定文字列を示すデフォルト文字列
データと、画像データと、前記調整値セットの初期設定識別名を示すデフォルト識別名デ
ータとを記憶する記憶部と、
　操作情報が入力される入力部と、
　前記操作情報として、前記調整値セットが割り当てられる記憶領域の選択を示す情報と
、当該記憶領域に対応した識別名の変更指示を示す情報とが入力された場合、前記デフォ
ルト文字列データと、前記画像データとに基づき、前記記憶領域に対応した前記識別名と
して、前記複数種の既定文字列を示す複数の選択肢および前記初期設定識別名の選択を示
す選択肢から１つの選択肢を選択可能に示す識別名設定画像を投写する投写部と、
　前記操作情報として、前記識別名設定画像における選択を示す識別名設定情報が入力さ
れ、かつ、当該選択が前記複数の選択肢のいずれかの選択を示す場合、当該識別名設定情
報に基づき、前記設定識別名データを更新する更新部と、
　を含み、
　前記設定識別名データは、前記記憶領域を示すデータと、前記設定識別名が有効かどう
かを示すフラグとを前記設定識別名ごとに含み、
　前記デフォルト識別名データは、前記記憶領域を示すデータを前記初期設定識別名ごと
に含み、当該記憶領域を示すデータによって前記設定識別名データと関連付けられており
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、
　前記更新部は、前記識別名設定情報が前記初期設定識別名の選択を示す選択肢の選択を
示す情報である場合、選択された記憶領域に対応した、前記設定識別名データにおける前
記フラグを、無効を示す値に更新し、
　前記投写部は、前記デフォルト識別名データと、前記設定識別名データと、前記画像デ
ータとに基づき、前記記憶領域ごとの前記識別名として、前記フラグが有効を示す値であ
る場合は前記設定識別名を示し、それ以外の場合は前記初期設定識別名を示し、かつ、前
記識別名を選択可能に示す呼出一覧画像を投写する、
　プロジェクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクタにおいて、
　画像信号の入力ソースを判定する判定部を含み、
　前記デフォルト文字列データは、前記文字列ごとに有効な前記入力ソースを示すデータ
を含み、
　前記投写部は、前記デフォルト文字列データと、前記画像データと、前記判定部による
前記入力ソースの判定結果とに基づき、前記複数種のデフォルトの文字列のうち、前記画
像信号が入力されている入力ソースで有効な文字列を示す前記識別名設定画像を投写する
、
　プロジェクタ。
【請求項３】
　請求項１、２のいずれかに記載のプロジェクタにおいて、
　前記識別名設定画像は、前記識別名として任意の文字列を設定するための文字列設定画
像を含む、
　プロジェクタ。
【請求項４】
　請求項３に記載のプロジェクタにおいて、
　前記入力部は、前記任意の文字列の設定を示す文字列設定情報が入力され、
　前記更新部は、前記文字列設定情報に基づき、前記設定識別名データを更新する、
　プロジェクタ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のプロジェクタにおいて、
　前記調整値セットに応じて画像を調整する画像調整部を含み、
　前記記憶部は、調整値が設定された調整値セットを示す調整値データを記憶し、
　前記投写部は、前記デフォルト識別名データと、前記設定識別名データと、前記調整値
データと、前記画像データとに基づき、前記呼出一覧画像において、前記調整値が設定さ
れている調整値セットに対応した前記識別名を選択可能な状態で示し、前記調整値が設定
されていない調整値セットに対応した前記識別名を選択不能な状態で示す画像を投写し、
　前記入力部は、前記識別名の選択を示す識別名選択情報が入力され、
　前記画像調整部は、前記識別名選択情報に基づき、選択された識別名に対応した調整値
セットに応じて画像を調整する、
　プロジェクタ。
【請求項６】
　記憶部と、投写部とを制御し、かつ、操作情報が入力される入力部を有するコンピュー
タにより読み取り可能なプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　画像に関する設定種別ごとの調整値を示す調整値セットの設定識別名を示す設定識別名
データと、前記設定識別名として使用可能な複数種の既定文字列を示すデフォルト文字列
データと、画像データと、前記調整値セットの初期設定識別名を示すデフォルト識別名デ
ータとを前記記憶部に記憶させる記憶制御部と、
　前記操作情報として、前記調整値セットが割り当てられる記憶領域の選択を示す情報と
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、当該記憶領域に対応した識別名の変更指示を示す情報とが入力された場合、前記デフォ
ルト文字列データと、前記画像データとに基づき、前記記憶領域に対応した前記識別名と
して、前記複数種の既定文字列を示す複数の選択肢および前記初期設定識別名の選択を示
す選択肢から１つの選択肢を選択可能に示す識別名設定画像を前記投写部に投写させる投
写制御部と、
　前記操作情報として、前記識別名設定画像における前記複数の選択肢のいずれかの選択
を示す識別名設定情報が入力された場合、前記識別名設定情報に基づき、前記設定識別名
データを更新する更新部として機能させ、
　前記設定識別名データは、前記記憶領域を示すデータと、前記設定識別名が有効かどう
かを示すフラグとを前記設定識別名ごとに含み、
　前記デフォルト識別名データは、前記記憶領域を示すデータを前記初期設定識別名ごと
に含み、当該記憶領域を示すデータによって前記設定識別名データと関連付けられており
、
　前記更新部は、前記識別名設定情報が前記初期設定識別名の選択を示す選択肢の選択を
示す情報である場合、選択された記憶領域に対応した、前記設定識別名データにおける前
記フラグを、無効を示す値に更新し、
　前記投写制御部は、前記デフォルト識別名データと、前記設定識別名データと、前記画
像データとに基づき、前記記憶領域ごとの前記識別名として、前記フラグが有効を示す値
である場合は前記設定識別名を示し、それ以外の場合は前記初期設定識別名を示し、かつ
、前記識別名を選択可能に示す呼出一覧画像を前記投写部に投写させる、
　プログラム。
【請求項７】
　記憶部と、投写部とを制御し、かつ、操作情報が入力される入力部を有するコンピュー
タにより読み取り可能なプログラムを記憶した情報記憶媒体であって、
　請求項６に記載のプログラムを記憶した、
　情報記憶媒体。
【請求項８】
　画像に関する設定種別ごとの調整値を示す調整値セットの設定識別名を示す設定識別名
データと、前記設定識別名として使用可能な複数種の既定文字列を示すデフォルト文字列
データと、画像データと、前記調整値セットの初期設定識別名を示すデフォルト識別名デ
ータとを記憶する記憶部を含むプロジェクタが、
　前記調整値セットが割り当てられる記憶領域の選択を示す情報と、当該記憶領域に対応
した識別名の変更指示を示す情報とが入力され、
　前記デフォルト文字列データと、前記画像データとに基づき、前記記憶領域に対応した
前記識別名として、前記複数種の既定文字列を示す複数の選択肢および前記初期設定識別
名の選択を示す選択肢から１つの選択肢を選択可能に示す識別名設定画像を投写するプロ
ジェクタにおけるデータ更新方法であって、
　前記設定識別名データは、前記記憶領域を示すデータと、前記設定識別名が有効かどう
かを示すフラグとを前記設定識別名ごとに含み、
　前記デフォルト識別名データは、前記記憶領域を示すデータを前記初期設定識別名ごと
に含み、当該記憶領域を示すデータによって前記設定識別名データと関連付けられており
、
　前記プロジェクタは、
　前記識別名設定画像における選択を示す識別名設定情報が入力され、
　前記識別名設定情報で示される選択が、前記複数の選択肢のいずれかの選択を示す場合
、前記識別名設定情報に基づき、前記設定識別名データを更新し、
　前記識別名設定情報で示される選択が、前記初期設定識別名の選択を示す選択肢の選択
を示す場合、選択された記憶領域に対応した、前記設定識別名データにおける前記フラグ
を、無効を示す値に更新し、
　前記デフォルト識別名データと、前記設定識別名データと、前記画像データとに基づき
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、前記記憶領域ごとの前記識別名として、前記フラグが有効を示す値である場合は前記設
定識別名を示し、それ以外の場合は前記初期設定識別名を示し、かつ、前記識別名を選択
可能に示す呼出一覧画像を投写する、
　データ更新方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクタ、プログラム、情報記憶媒体およびデータ更新方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタは、カラーモード等の画像に関する調整値を記憶する機能を有している。
例えば、特開２００７－７４３４７号公報では、複数組の調整値をパラメータセットとし
て記憶することが記載されている。
【特許文献１】特開２００７－７４３４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特開２００７－７４３４７号公報の手法では組ごとの調整値を識別する名称が
固定的なものであるため、ユーザは、誤って調整値を上書きしたり、削除したりしてしま
う場合があった。
【０００４】
　このような問題を解決する手法として、ユーザに任意の文字を入力させて識別名として
調整値と関連付けて記憶する手法も考えられるが、ユーザに１文字ずつ入力させる手法は
手間も時間もかかってしまう。
【０００５】
　本発明の目的は、画像の調整値をより効率的かつ適切に記憶することが可能なプロジェ
クタ、プログラム、情報記憶媒体およびデータ更新方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係るプロジェクタは、画像に関する設定種別ごとの
調整値を示す調整値セットの設定識別名を示す設定識別名データと、前記設定識別名とし
て使用可能な複数種のデフォルトの文字列を示すデフォルト文字列データと、画像データ
とを記憶する記憶部と、前記デフォルト文字列データと、前記画像データとに基づき、前
記複数種のデフォルトの文字列を選択可能に示す識別名設定画像を投写する投写部と、前
記識別名設定画像で選択された文字列を示す識別名設定情報を入力する入力部と、前記識
別名設定情報に基づき、前記設定識別名データを更新する更新部と、を含むことを特徴と
する。
【０００７】
　また、本発明に係るプログラムは、記憶部と、投写部と、入力部とを制御するコンピュ
ータにより読み取り可能なプログラムであって、前記コンピュータを、画像に関する設定
種別ごとの調整値を示す調整値セットの設定識別名を示す設定識別名データと、前記設定
識別名として使用可能な複数種のデフォルトの文字列を示すデフォルト文字列データと、
画像データとを前記記憶部に記憶させる記憶制御部と、前記デフォルト文字列データと、
前記画像データとに基づき、前記複数種のデフォルトの文字列を選択可能に示す識別名設
定画像を前記投写部に投写させる投写制御部と、前記識別名の設定を示す識別名設定情報
を前記入力部に入力させる入力制御部と、前記識別名設定情報に基づき、前記設定識別名
データを更新する更新部として機能させることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、記憶部と、投写部と、入力部とを制御するコンピ
ュータにより読み取り可能なプログラムを記憶した情報記憶媒体であって、上記プログラ
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ムを記憶したことを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、プロジェクタは、複数種のデフォルトの文字列を選択可能に示す識別
名設定画像を投写してユーザに識別名の設定を行わせることにより、ユーザに画像の調整
値をより効率的に設定させることができ、識別名を適切に記憶することができる。
【００１０】
　また、前記プロジェクタは、画像信号の入力ソースを判定する判定部を含み、前記デフ
ォルト文字列データは、前記文字列ごとに有効な前記入力ソースを示すデータを含み、前
記投写部は、前記デフォルト文字列データと、前記画像データと、前記判定部による前記
入力ソースの判定結果とに基づき、前記複数種のデフォルトの文字列のうち、前記画像信
号が入力されている入力ソースで有効な文字列を示す前記識別名設定画像を投写してもよ
い。
【００１１】
　これによれば、プロジェクタは、入力ソースで有効な文字列を示す識別名設定画像を投
写することにより、ユーザに実際の使用環境に応じた文字列を識別名として設定させるこ
とができるため、ユーザに画像の調整値をより効率的に設定させることができ、識別名を
適切に記憶することができる。
【００１２】
　また、前記識別名設定画像は、前記識別名として任意の文字列を設定するための文字列
設定画像を含んでもよい。
【００１３】
　これによれば、プロジェクタは、ユーザに任意の文字列を識別名として設定させること
ができるため、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【００１４】
　また、前記入力部は、前記任意の文字列の設定を示す文字列設定情報を入力し、前記更
新部は、前記文字列設定情報に基づき、前記設定識別名データを更新してもよい。
【００１５】
　これによれば、プロジェクタは、ユーザによる任意の文字列を含む識別名を適切に記憶
することができる。
【００１６】
　また、前記プロジェクタは、前記調整値セットに応じて画像を調整する画像調整部を含
み、前記記憶部は、前記調整値セットのデフォルトの識別名を示すデフォルト識別名デー
タを記憶し、前記投写部は、前記デフォルト識別名データと、前記設定識別名データと、
前記画像データとに基づき、前記識別名を選択可能に示す呼出一覧画像を投写し、前記入
力部は、前記識別名の選択を示す識別名選択情報を入力し、前記画像調整部は、前記識別
名選択情報に基づき、選択された識別名に対応した調整値セットに応じて画像を調整して
もよい。
【００１７】
　これによれば、ユーザは、自分が設定した識別名を選択して画像を調整することができ
る。
【００１８】
　また、前記記憶部は、調整値が設定された調整値セットを示す調整値データを記憶し、
前記投写部は、前記デフォルト識別名データと、前記設定識別名データと、前記調整値デ
ータと、前記画像データとに基づき、前記呼出一覧画像において、前記調整値が設定され
ている調整値セットに対応した識別名を選択可能な状態で投写し、前記調整値が設定され
ていない調整値セットに対応した識別名を選択不能な状態で投写してもよい。
【００１９】
　これによれば、ユーザは、画像を調整する際に、識別名をより効率的に選択することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２０】
　以下、本発明をプロジェクタに適用した実施例について、図面を参照しつつ説明する。
なお、以下に示す実施例は、特許請求の範囲に記載された発明の内容を何ら限定するもの
ではない。また、以下の実施例に示す構成のすべてが、特許請求の範囲に記載された発明
の解決手段として必須であるとは限らない。
【００２１】
　（第１の実施例）
　図１は、第１の実施例におけるプロジェクタ１００の機能ブロック図である。プロジェ
クタ１００は、ユーザによる設定情報等を入力する入力部１１０と、ＰＣ(Personal Comp
uter)、ＤＶＤプレーヤ、ＶＣＲ(Video Cassette Recorder)等から画像信号を入力する画
像信号入力部１２０と、処理部１３０と、記憶部１４０と、投写部１９０を含んで構成さ
れている。
【００２２】
　また、画像信号入力部１２０は、ＨＤＭＩ端子１２１、ＰＣコンポーネント端子（例え
ば、ミニＤ－Ｓｕｂ１５ピン端子等）１２２、Ｓビデオ端子１２３、ビデオ端子１２４、
ＵＳＢ端子１２５等を有する。
【００２３】
　また、処理部１３０は、画像信号の入力端子の判定等を行う判定部１３２と、記憶部１
４０内のデータを更新する更新部１３４と、投写部の一部として機能する画像処理部１３
６と、調整値に応じて画像を調整する画像調整部１３８を含んで構成されている。なお、
実際には、画像処理部１３６が画像を生成（色および明るさの調整、台形歪み補正等も含
む。）し、投写部１９０が当該画像を投写するが、説明を簡略化するため、以下の説明で
は投写部１９０が画像を投写するとのみ記載する場合もある。
【００２４】
　また、記憶部１４０は、画像に関する設定種別ごとの調整値を示す調整値セットのデフ
ォルトの識別名を示すデフォルト識別名データ１４１、ユーザによる設定識別名を示す設
定識別名データ１４２、設定識別名として使用可能な複数種のデフォルトの文字列を示す
デフォルト文字列データ１４３、上記調整値を示す調整値データ１４８、画像データ１４
９等を記憶している。
【００２５】
　ここで、デフォルト識別名データ１４１、設定識別名データ１４２、デフォルト文字列
データ１４３および調整値データ１４８についてより詳細に説明する。
【００２６】
　図２は、第１の実施例におけるデフォルト識別名データ１４１の一例を示す図である。
デフォルト識別名データ１４１は、デフォルトの識別名を示すデータである。デフォルト
識別名データ１４１の項目としては、例えば、「識別名」、識別名と対応付けられた記憶
領域を示す「記憶領域」、識別名と対応付けられたデフォルトの調整値セットを示す「調
整値セット」等が該当する。
【００２７】
　なお、本実施例では、１０個分の調整値セットの記憶領域が設けられ、各調整値セット
のデフォルトの識別名は「Memory1」～「Memory10」であるものとする。また、調整値セ
ットは、例えば、画像に関する設定種別（例えば、表示モード、明るさ、コントラスト等
）ごとの調整値を示すデータである。なお、記憶領域の個数は１０に限定されず、９以下
であってもよいし、１１以上であってもよい。
【００２８】
　次に、設定識別名データ１４２について説明する。図３は、第１の実施例における設定
識別名データ１４２の一例を示す図である。設定識別名データ１４２は、ユーザ等によっ
て設定された識別名を示すデータである。設定識別名データ１４２の項目としては、例え
ば、「識別名」、当該識別名が有効かどうかを示す「有効フラグ」、当該識別名と対応付
けられた記憶領域を示す「記憶領域」等が該当する。
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【００２９】
　なお、「有効フラグ」の値は、「０１」が有効、「００」が無効であることを示す。ま
た、設定識別名データ１４２は、「記憶領域」をキーとしてデフォルト識別名データ１４
１と関連付けられている。
【００３０】
　次に、デフォルト文字列データ１４３について説明する。図４は、第１の実施例におけ
るデフォルト文字列データ１４３の一例を示す図である。デフォルト文字列データ１４３
は、設定識別名として使用可能な複数種のデフォルトの文字列を示すデータである。デフ
ォルト文字列データ１４３の項目としては、例えば、デフォルトの文字列を示す「文字列
」等が該当する。なお、本実施例では、デフォルト文字列データ１４３において、デフォ
ルトの文字列として、「DVD」～「Game」の１０種類の文字列が定義されているものとす
る。
【００３１】
　次に、調整値データ１４８について説明する。図５は、第１の実施例における調整値デ
ータ１４８の一例を示す図である。調整値データ１４８は、記憶領域ごとの実際に設定さ
れている調整値セットを示すデータである。調整値データ１４８の項目としては、調整値
セットが有効かどうかを示す「有効フラグ」、調整値セットと対応付けられた記憶領域を
示す「記憶領域」、「調整値セット」等が該当する。
【００３２】
　なお、判定部１３２等の機能をプロジェクタ１００に実装するためのハードウェアとし
ては、例えば、以下のものが採用されてもよい。例えば、入力部１１０としては、ボタン
、リモートコントローラ（リモコン）等、処理部１３０としてはＣＰＵ、画像処理回路等
、記憶部１４０としてはＲＡＭ、フラッシュメモリ等、投写部１９０としてはランプ、ラ
ンプ駆動回路、液晶パネル、レンズ等が採用されてもよい。
【００３３】
　また、プロジェクタ１００は、これらの各部の機能を、情報記憶媒体２００からプログ
ラムを読み取って実装してもよい。このような情報記憶媒体２００としては、例えば、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ等を適用できる。
【００３４】
　次に、プロジェクタ１００による識別名の設定、変更、呼出等の処理手順について説明
する。図６は、第１の実施例におけるメモリ画像３００の一例を示す図である。判定部１
３２は、ユーザがリモコンの「Memory」キーを押したことを示す操作情報が入力部１１０
から入力されたと判定した場合、画像処理部１３６および投写部１９０にメモリ画像３０
０を投写させる。
【００３５】
　メモリ画像３００は、「メモリ呼出」、「メモリ登録」、「メモリ名称変更」、「メモ
リ削除」の選択可能な項目を示す。ユーザは、リモコンの上下矢印キーで項目を選択し、
リモコンのEnterキーを押して項目を決定する。なお、メモリ名称が識別名に相当する。
【００３６】
　ここでは、ユーザが明るさ等を調整（調整値セットを設定）した状態で「メモリ登録」
を選択したものとする。図７は、第１の実施例における調整値登録時の処理手順の一例を
示す図である。
【００３７】
　ユーザが「メモリ登録」を選択した場合、投写部１９０は、登録一覧画像を投写する（
ステップＳ１）。図８は、第１の実施例における登録一覧画像３０１の一例を示す図であ
る。登録一覧画像３０１では、「Memory1」～「Memory10」のメモリが選択可能な項目と
して表示される。
【００３８】
　なお、「Memory1」～「Memory10」の左横にある四角が黒のものは調整値が設定されて
いることを示し、当該四角が白のものは調整値が設定されていないことを示す。
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【００３９】
　判定部１３２は、入力部１１０からの操作情報に基づき、メモリの選択があるかどうか
を判定する（ステップＳ２）。
【００４０】
　メモリの選択があった場合、更新部１３４は、選択されたメモリ（識別名）の調整値セ
ットに現在の調整値を設定する（ステップＳ３）。具体的には、更新部１３４は、調整値
データ１４８において、選択されたメモリが該当する記憶領域の調整値セットに現在の調
整値を設定する。
【００４１】
　次に、ユーザが、メモリ画像３００が投写された状態で、「メモリ名称変更」を選択し
た場合について説明する。図９は、第１の実施例におけるメモリ名称変更時の処理手順の
一例を示す図である。
【００４２】
　ユーザが「メモリ名称変更」を選択した場合、投写部１９０は、名称変更一覧画像を投
写する（ステップＳ１１）。図１０は、第１の実施例における名称変更一覧画像３０２の
一例を示す図である。名称変更一覧画像３０２では、現在の識別名で各メモリ名称が示さ
れる。
【００４３】
　具体的には、画像処理部１３６は、設定識別名データ１４２を参照して「有効フラグ」
が「０１」の識別名は当該識別名を使用し、「有効フラグ」が「００」の場合はデフォル
ト識別名データ１４１の識別名を使用する。図１０に示す名称変更一覧画像３０２では、
設定識別名データ１４２の「有効フラグ」がすべて「００」であるものとする。
【００４４】
　判定部１３２は、入力部１１０からの操作情報に基づき、メモリの選択があるかどうか
を判定する（ステップＳ１２）。
【００４５】
　メモリの選択があった場合、投写部１９０は、識別名設定画像を投写する（ステップＳ
１３）。具体的には、例えば、画像処理部１３６は、デフォルト文字列データ１４３と、
画像データ１４９に基づき、複数種のデフォルトの文字列を選択可能に示す識別名設定画
像を生成し、投写部１９０は、当該識別名設定画像を投写する。
【００４６】
　図１１は、第１の実施例における識別名設定画像３０３の一例を示す図である。識別名
設定画像３０３は、デフォルトの識別名を設定するための「デフォルト」、デフォルト文
字列データ１４３で示されている識別名を設定するための「DVD」等、任意の文字列を識
別名として設定するための「カスタム」が選択可能な項目として示されている。
【００４７】
　ユーザは、リモコンの上下左右の矢印キーを押して所望の項目を選択する。判定部１３
２は、入力部１１０からの操作情報に基づき、「カスタム」が選択されたかどうかを判定
する（ステップＳ１４）。
【００４８】
　「カスタム」が選択された場合、投写部１９０は、文字列設定画像を投写する（ステッ
プＳ１５）。図１２は、第１の実施例における文字列設定画像３０４の一例を示す図であ
る。
【００４９】
　文字列設定画像３０４は、入力中の文字列を示す入力文字列欄（図１２では「User Cus
tom」と入力されている。）、「Ａ」～「Ｚ」の英字、「０」～「９」の数字、「＠」等
の記号、「ＣＡＰＳ」等の機能キー等を示している。例えば、図１２に示す状態ではカー
ソル位置が「１」にあり、ユーザがリモコンの「Enter」キーを押すことにより、入力文
字列欄に「１」が入力される。ユーザは、文字列設定画像３０４の「Finish」を選択する
か、リモコンの「Memory」キーを押すことにより、文字列の入力を完了する。
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【００５０】
　判定部１３２は、入力部１１０からの操作情報（例えば、任意の文字列の設定を示す文
字列設定情報等）に基づき、文字列の入力が完了したかどうかを判定する（ステップＳ１
６）。
【００５１】
　また、判定部１３２は、識別名設定画像３０３が投写された状態で、入力部１１０から
の操作情報（例えば、識別名の設定を示す識別名設定情報等）に基づき、「デフォルト」
および「カスタム」以外の項目（例えば、「DVD」等）が選択されたかどうかを判定する
（ステップＳ１７）。
【００５２】
　更新部１３４は、ステップＳ１６で入力された文字列またはステップＳ１７で選択され
た文字列を設定識別名データ１４２に設定する（ステップＳ１８）。より具体的には、更
新部１３４は、設定識別名データ１４２において、名称変更一覧画像３０２で選択された
メモリに相当する記憶領域に該当する識別名を、入力された文字列（例えば、「User Cus
tom1」等）または選択された文字列（例えば、「DVD」、「VCR」等）に更新し、当該記憶
領域に該当する「有効フラグ」を「０１（有効）」に設定する。
【００５３】
　例えば、図１０～図１２に示す例では、「Memory2」で入力文字列が「User Custom1」
なので、図３に示すように、設定識別名データ１４２において、記憶領域０００２の「識
別名」が「User Custom1」に更新され、記憶領域０００２の「有効フラグ」が「０１」に
更新される。
【００５４】
　設定識別名データ１４２の設定後、投写部１９０は、確認画像を投写する（ステップＳ
１９）。図１３は、第１の実施例における確認画像３０５の一例を示す図である。確認画
像３０５では、識別名が変更された場合、変更前の識別名と変更後の識別名が示される。
例えば、図１３に示す例では、「Memory2」が「User Custom1」に変更されたことが示さ
れている。
【００５５】
　次に、ユーザが、メモリ画像３００が投写された状態で、「メモリ呼出」を選択した場
合について説明する。図１４は、第１の実施例におけるメモリ呼出時の処理手順の一例を
示す図である。
【００５６】
　ユーザが「メモリ呼出」を選択した場合、投写部１９０は、呼出一覧画像を投写する（
ステップＳ２１）。図１５は、第１の実施例における呼出一覧画像３０６の一例を示す図
である。呼出一覧画像３０６では、呼出可能な識別名が選択可能な状態で表示され、呼出
不能な識別名が選択不能な状態（図１５では斜線で示す。）で表示される。
【００５７】
　具体的には、例えば、画像処理部１３６は、デフォルト識別名データ１４１、設定識別
名データ１４２、画像データ１４９に基づき、設定識別名データ１４２の「有効フラグ」
が「０１」の識別名を当該識別名の記憶領域と対応したデフォルト識別名データ１４１の
識別名に代えて適用した呼出一覧画像３０６を生成する。また、画像処理部１３６は、例
えば、調整値データ１４８の「有効フラグ」が「０１」の記憶領域と対応した識別名を選
択可能にし、調整値データ１４８の「有効フラグ」が「００」の記憶領域と対応した識別
名を選択不能にした呼出一覧画像３０６を生成してもよい。
【００５８】
　判定部１３２は、入力部１１０からの操作情報（例えば、識別名の選択を示す識別名選
択情報等）に基づき、メモリの選択があるかどうかを判定する（ステップＳ２２）。
【００５９】
　メモリの選択があった場合、画像調整部１３８は、選択されたメモリ（識別名）に応じ
た調整値で画像を調整する（ステップＳ２３）。具体的には、例えば、図１５の呼出一覧
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画像３０６で「Game」が選択された場合、画像調整部１３８は、設定識別名データ１４２
を参照して「Game」が記憶領域０００３の識別名であると決定し、調整値データ１４８の
記憶領域０００３の調整値セットを用いて画像を調整する。
【００６０】
　また、ユーザが、メモリ画像３００が投写された状態で、「メモリ削除」を選択した場
合、更新部１３４は、設定識別名データ１４２のすべて（または個別に選択されたメモリ
）の「有効フラグ」を「００（無効）」に設定する。これにより、登録一覧画像３０１等
ではデフォルトの識別名のみが表示される。
【００６１】
　なお、「メモリ削除」選択時の処理は、設定識別名データ１４２のすべての登録レコー
ドを削除する処理（すなわち、設定識別名のクリア）、当該処理に加えて調整値データ１
４８のすべての登録レコードも削除する処理（すなわち、設定調整値のクリア）等であっ
てもよい。また、個別にメモリを選択して削除する場合の処理も同様である。
【００６２】
　また、個々の設定識別名をデフォルトの識別名（例えば、「Memory1」等）に戻す場合
、ユーザは、識別名設定画像３０３で「デフォルト」を選択すればよい。例えば、記憶領
域０００２の設定識別名が「User Custom1」である場合に記憶領域０００２に対して「デ
フォルト」が選択されたと判定部１３２が判定した場合、更新部１３４は、設定識別名デ
ータ１４２の記憶領域０００２の「有効フラグ」を「００」に設定する。これにより、記
憶領域０００２の識別名としてデフォルトの「Memory2」が表示されるようになる。
【００６３】
　以上のように、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、複数種のデフォルトの文字
列を選択可能に示す識別名設定画像３０３を投写してユーザに識別名の設定を行わせるこ
とにより、ユーザに画像の調整値をより効率的に設定させることができ、識別名を適切に
記憶することができる。これにより、ユーザは、どのような調整を行ったか識別しやすく
なり、調整値を誤って削除したり、誤って上書きしたりする可能性も低減することができ
る。
【００６４】
　また、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、文字列設定画像３０４を投写するこ
とにより、ユーザに任意の文字列を識別名として設定させることができるため、ユーザの
使い勝手を向上させることができる。
【００６５】
　また、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、任意の文字列の設定を示す文字列設
定情報を入力して設定識別名データ１４２を更新することにより、ユーザによる任意の文
字列を含む識別名を適切に記憶することができる。
【００６６】
　また、本実施例によれば、画像調整部１３８が選択された調整値セットに応じて画像を
調整することにより、ユーザは、自分が設定した識別名を選択して画像を調整することが
できる。
【００６７】
　また、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、呼出一覧画像３０６において、調整
値が設定されている調整値セットに対応した識別名を選択可能な状態で表示し、調整値が
設定されていない調整値セットに対応した識別名を選択不能な状態で表示することにより
、ユーザは、画像を調整する際に、識別名をより効率的に選択することができる上、未設
定の識別名も容易に把握することができる。
【００６８】
　さらに、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、デフォルトの識別名やデフォルト
の調整値セットをデフォルト識別名データ１４１に設けることにより、「デフォルト」や
「メモリ削除」等の指示があった場合であっても、識別名や調整値を迅速かつ適切にデフ
ォルトの値に戻すことができる。
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【００６９】
　（第２の実施例）
　プロジェクタ１００は、画像信号が入力されている入力ソースで有効な文字列（識別名
）を示す識別名設定画像を投写してもよい。
【００７０】
　図１６は、第２の実施例における識別名設定画像３０７の一例を示す図である。例えば
、ＨＤＭＩ端子１２１から画像信号が入力されている場合、投写部１９０は、ＨＤＭＩ端
子１２１で有効な識別名を示す識別名設定画像３０７を投写する。ＨＤＭＩ端子１２１か
ら画像信号が入力されている場合、識別名設定画像３０７では、「HDTV」等が選択可能な
状態で表示され、「DVD」等が選択不能な状態で表示される。
【００７１】
　図１７は、第２の実施例におけるデフォルト文字列データ１４４の一例を示す図である
。このような機能を実装するため、デフォルト文字列データ１４４は、識別名ごとに有効
な入力ソースを示すデータ（「有効入力ソース」）を有する。例えば、「有効入力ソース
」にHDMIが含まれているのは、「識別名」が「Blu-ray」、「HDTV」、「Cinema」、「Spo
rts」、「Music」、「Anime」のものである。
【００７２】
　より具体的には、判定部１３２は、画像信号入力部１２０からの画像信号等に基づき、
画像信号の入力ソースを判定し、画像処理部１３６は、デフォルト文字列データ１４４と
、画像データ１４９と、判定部１３２による入力ソースの判定結果に基づき、画像信号が
入力されている入力ソースで有効な文字列（識別名）を示す識別名設定画像３０７を生成
し、投写部１９０は、識別名設定画像３０７を投写する。
【００７３】
　以上のように、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、入力ソースで有効な文字列
を示す識別名設定画像３０７を投写することにより、ユーザに実際の使用環境に応じた文
字列を識別名として設定させることができるため、ユーザに画像の調整値をより効率的に
設定させることができ、識別名を適切に記憶することができる。
【００７４】
　なお、デフォルト文字列データ１４４と同様に、設定識別名データも「有効入力ソース
」を含んで構成されてもよい。これによれば、プロジェクタ１００は、ユーザが任意の文
字列を識別名として使用している場合であっても、ユーザに実際の使用環境に応じた文字
列を識別名として設定させることができる。
【００７５】
　（その他の実施例）
　なお、本発明の適用は上述した実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば
、デフォルトの識別名は、画像信号の入力ソースを示してもよい。
【００７６】
　図１８は、その他の実施例における識別名設定画像３０８の一例を示す図である。識別
名設定画像３０８では、入力ソースを示す「HDMI」、「PC」、「S-Video」、「Video」、
「USB」が選択可能な識別名として表示されている。開発者、ユーザ等が、デフォルト文
字列データの文字列としてこれらの文字列を定義しておくことにより、このような機能を
実装することが可能である。
【００７７】
　また、プロジェクタ１００は、画像信号の入力ソースで利用されることが予想される文
字列（コンテンツ）を識別名設定画像の選択肢に含めてもよい。図１９は、その他の実施
例における識別名設定画像３０９の他の一例を示す図である。例えば、入力ソースがＨＤ
ＭＩの場合、識別名設定画像３０９では、コンテンツを示す「News」、「Gourmet」、「F
ashion」、「Travel」、「TV」が選択可能な識別名として表示されている。
【００７８】
　開発者、ユーザ等が、図１７に示すデフォルト文字列データ１４４の文字列としてこれ
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らの文字列を有効入力ソースと関連付けて定義しておくことにより、このような機能を実
装することが可能である。
【００７９】
　また、図２～図５、図１７に示すデフォルト識別名データ１４１等のデータ構造やデー
タの区分は一例を示すものであり、上述した内容に限定されない。例えば、デフォルト識
別名データ１４１と調整値データ１４８が一体化されてデフォルト識別名データとして構
成されてもよい。また、例えば、デフォルト文字列データ１４３の文字列は、図４に示す
例には限定されず、ユーザや販売者等が所望の文字列を設定してもよいし、開発者等がユ
ーザや販売者等の要望に応じて設定してもよい。
【００８０】
　また、記憶部１４０の一部または全部はＵＳＢメモリ等のプロジェクタ１００に着脱可
能な携帯型メモリであってもよいし、プロジェクタ１００は設定識別名データ１４２等を
外部装置に出力したり、外部装置から入力したりすることが可能な入出力部を含んでもよ
い。これによれば、プロジェクタ１００は、汎用性やユーザの使い勝手を向上させること
ができる。
【００８１】
　また、上述した実施例では、プロジェクタ１００は、文字列設定画像３０４とリモコン
を用いて文字列設定情報を入力したが、文字列設定画像３０４やリモコンを用いることな
く、例えば、プロジェクタ１００に接続されたキーボード、プロジェクタ１００と通信可
能なＰＣ、携帯電話等から文字列設定情報を入力してもよい。
【００８２】
　また、プロジェクタ１００は、液晶プロジェクタには限定されず、例えば、ＤＭＤ(Dig
ital Micromirror Device)を用いたプロジェクタ等であってもよい。なお、ＤＭＤは米国
テキサス・インスツルメンツ社の商標である。また、プロジェクタ１００の機能を複数の
装置（例えば、ＰＣとプロジェクタ等）に分散して実装してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】第１の実施例におけるプロジェクタの機能ブロック図である。
【図２】第１の実施例におけるデフォルト識別名データの一例を示す図である。
【図３】第１の実施例における設定識別名データの一例を示す図である。
【図４】第１の実施例におけるデフォルト文字列データの一例を示す図である。
【図５】第１の実施例における調整値データの一例を示す図である。
【図６】第１の実施例におけるメモリ画像の一例を示す図である。
【図７】第１の実施例における調整値登録時の処理手順の一例を示す図である。
【図８】第１の実施例における登録一覧画像の一例を示す図である。
【図９】第１の実施例におけるメモリ名称変更時の処理手順の一例を示す図である。
【図１０】第１の実施例における名称変更一覧画像の一例を示す図である。
【図１１】第１の実施例における識別名設定画像の一例を示す図である。
【図１２】第１の実施例における文字列設定画像の一例を示す図である。
【図１３】第１の実施例における確認画像の一例を示す図である。
【図１４】第１の実施例におけるメモリ呼出時の処理手順の一例を示す図である。
【図１５】第１の実施例における呼出一覧画像の一例を示す図である。
【図１６】第２の実施例における識別名設定画像の一例を示す図である。
【図１７】第２の実施例におけるデフォルト文字列データの一例を示す図である。
【図１８】その他の実施例における識別名設定画像の一例を示す図である。
【図１９】その他の実施例における識別名設定画像の他の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１００　プロジェクタ、１１０　入力部、１２０　画像信号入力部、１２１　ＨＤＭＩ
端子、１２２　ＰＣコンポーネント端子、１２３　Ｓビデオ端子、１２４　ビデオ端子、
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１２５　ＵＳＢ端子、１３０　処理部、１３２　判定部、１３４　更新部、１３６　画像
処理部、１３８　画像調整部、１４０　記憶部、１４１　デフォルト識別名データ、１４
２　設定識別名データ、１４３、１４４　デフォルト文字列データ、１４８　調整値デー
タ、１４９　画像データ、１９０　投写部、２００　情報記憶媒体、３００　メモリ画像
、３０１　登録一覧画像、３０２　名称変更一覧画像、３０３、３０７～３０９　識別名
設定画像、３０４　文字列設定画像、３０５　確認画像、３０６　呼出一覧画像

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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